
(2)

①
事
業
を
し
て
い
る
か
た
、
不
動

産
収
入
の
あ
る
か
た
、
土
地
・
建

物
や
株
式
を
売
っ
た
か
た
（
な
お
、

青
色
申
告
の
か
た
、
平
成
　
年
中
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に
事
業
を
始
め
た
か
た
、
農
業
以

外
の
事
業
所
得
が
あ
る
か
た
、
土

地
や
株
式
な
ど
の
譲
渡
所
得
ま
た

は
損
失
が
あ
る
か
た
、
消
費
税
の

申
告
の
あ
る
か
た
は
、
館
林
税
務

署
で
申
告
し
て
く
だ
さ
い
）

②
給
与
収
入
が
２
，０
０
０
万
円

を
超
え
る
か
た

③
年
末
調
整
を
し
た
給
与
以
外
の

各
種
所
得
金
額
の
合
計
額
が
　
万
20

円
を
超
え
る
か
た

④
給
与
所
得
者
で
年
の
途
中
で
退

職
し
、
そ
の
後
就
職
を
せ
ず
年
末

調
整
を
受
け
て
い
な
い
か
た

①
給
与
所
得
者
で
住
宅
ロ
ー
ン
控

除
や
医
療
費
控
除
な
ど
を
受
け
る

こ
と
が
で
き
る
か
た

②
公
的
年
金
か
ら
源
泉
徴
収
さ
れ

た
税
額
が
あ
る
か
た
で
社
会
保
険

料
控
除
や
生
命
保
険
料
控
除
な
ど

所
得
控
除
を
受
け
る
か
た

③
予
定
納
税
を
し
て
い
た
か
た
で

申
告
の
必
要
が
な
く
な
っ
た
か
た

①
平
成
　
年
１
月
１
日
現
在
、
板

26

倉
町
に
住
ん
で
い
て
、
平
成
　
年
25

中
に
所
得
が
あ
っ
た
か
た

②
　
～
　
歳
の
か
た
で
、
平
成
　

23

64

25

年
中
に
ど
な
た
の
扶
養
に
も
入
っ

て
お
ら
ず
、
収
入
が
無
い
か
た

③
国
民
健
康
保
険
、
後
期
高
齢
者

医
療
保
険
に
加
入
さ
れ
て
い
る
か
た

④
所
得
証
明
書
な
ど
が
必
要
な
か
た

⑤
国
民
年
金
保
険
料
の
免
除
ま
た

は
若
年
者
納
付
猶
予
の
申
請
を
す

る
か
た

①
税
務
署
（
ｅ－

Ｔ
Ａ
Ｘ
含
む
）

で
所
得
税
の
確
定
申
告
を
す
る
か
た

②
給
与
所
得
の
み
で
勤
務
先
か
ら

町
に
給
与
支
払
報
告
書
が
提
出
さ

れ
て
い
る
か
た

③
公
的
年
金
等
所
得
の
み
で
支
払

者
か
ら
町
に
公
的
年
金
等
支
払
報

告
書
が
提
出
さ
れ
て
い
る
か
た

（
た
だ
し
、
社
会
保
険
料
控
除
や

生
命
保
険
料
控
除
な
ど
所
得
控
除

を
受
け
る
か
た
は
必
要
）

※
申
告
案
内
は
が
き
が
送
ら
れ
た

か
た
は
、
①
～
③
に
該
当
す
る
か

た
を
除
き
、
収
入
の
有
無
に
関
わ

ら
ず
申
告
し
て
く
だ
さ
い
。

２月17日～３月17日

申告相談
会　　場　役場第２庁舎会議室

　　受付時間　午前９時～11時　　 

　　午後１時～３時30分 

　２月17日(月）から３月17日(月）までの期間中に役場第
２庁舎会議室で申告相談を行います。期間中に必ず申
告してください。
　もし申告されませんと、所得税と住民税の税額計算
はもちろん、国民健康保険税などの保険料も適正に算
出できないほか、各種手続きに必要な所得証明書など
の交付もできなくなります。
　混雑を避けるため、日程表をご確認の上、できるだ
け指定の日にお越しください。

確
定
申
告
が
必
要
な
か
た

確
定
申
告
を
す
れ
ば
所
得
税

が
戻
る
可
能
性
の
あ
る
か
た

町
へ
住
民
税
の
申
告
が

必
要
な
か
た

町
へ
住
民
税
の
申
告
が

必
要
な
い
か
た

所得税
住民税
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　町・県民税申告相談のご案内

対象行政区月日（曜日）

１区２月17日(月)　

２区18日(火)　

３区～５区19日(水)　

６区・７区20日(木)  

８区・９区21日(金)  

10区・11区・36区24日(月)  

全行政区25日(火)  

12区・30区26日(水)  

31区・32区27日(木)  

13区・14区28日(金)  

15区・16区３月３日(月)  

17区・18区４日(火)  

19区・20区５日(水)  

全行政区６日(木)  

21区・22区７日(金)  

23区・29区10日(月)  

24区11日(火)  

25区12日(水)  

27区13日(木)  

26区・28区14日(金)  

全行政区17日(月)  

①
事
業
所
得
者
は
収
支
が
分
か
る

帳
簿
や
領
収
書
、
給
与
・
年
金
所

得
者
は
源
泉
徴
収
票
の
原
本

②
生
命
保
険
料
、
個
人
年
金
保
険

料
、
地
震
保
険
料
等
の
控
除
証
明
書

③
国
民
年
金
保
険
料
の
控
除
証
明

書
ま
た
は
領
収
書
、
国
民
健
康
保

険
税
、
介
護
保
険
料
、
後
期
高
齢

者
医
療
保
険
料
、
農
業
者
年
金
保

険
料
な
ど
の
領
収
書

④
印
鑑
、
本
人
名
義
の
口
座
の
分

か
る
も
の
（
所
得
税
の
還
付
を
受

け
る
か
た
）

⑤
住
宅
借
入
金
特
別
控
除
を
受
け

る
か
た
は
、
年
末
残
高
証
明
書
、

登
記
事
項
証
明
書
（
土
地
、
家
屋
）、

契
約
書
の
写
し
、
住
民
票
の
写
し
、

補
助
金
等
の
額
が
分
か
る
書
類

※
認
定
長
期
ま
た
は
認
定
低
炭
素

住
宅
の
特
例
を
適
用
す
る
場
合

は
、
更
に
計
画
認
定
通
知
書
の
写

し
及
び
住
宅
用
家
屋
証
明
書
（
写

し
可
）
ま
た
は
住
宅
建
築
証
明
書

⑥
医
療
費
控
除
を
受
け
る
か
た

は
、
平
成
　
年
中
に
支
払
っ
た
医

25

療
費
の
領
収
書
（
高
額
療
養
費
や

生
命
保
険
な
ど
の
補
て
ん
が
あ
る

場
合
は
そ
の
金
額
の
分
か
る
書
類
）

⑦
障
害
者
控
除
を
受
け
る
か
た

は
、
障
害
者
手
帳
ま
た
は
障
害
者

控
除
対
象
者
認
定
証

　
相
談
会
場
に
は
多
く
の
か
た
が

訪
れ
る
た
め
、
待
ち
時
間
が
長
く

な
っ
て
し
ま
い
ま
す
。
次
の
点
に

注
意
し
て
ス
ム
ー
ズ
な
申
告
に
ご

協
力
く
だ
さ
い
。

①
事
業
所
得
、
不
動
産
所
得
の
あ

る
か
た
は
、
事
前
に
収
支
の
集
計

を
お
願
い
し
ま
す
。

②
医
療
費
控
除
を
受
け
る
か
た

は
、
事
前
に
領
収
書
な
ど
の
集
計

を
お
願
い
し
ま
す
。

　
申
告
相
談
の
日
程
は
左
記
の
表

の
と
お
り
で
す
。
午
前
９
時
～
　11

時
、
午
後
1
時
～
３
時
　
分
の
間

30

に
受
け
付
け
し
ま
す
。
特
に
最
終

日
の
３
月
　
日
　
は
混
雑
が
予
想

17

(月)

さ
れ
ま
す
の
で
、
で
き
る
だ
け
指

定
の
日
に
お
越
し
く
だ
さ
い
。

問
合
せ
　
住
民
税
係

山
内
線
２
１
１
・
２
１
２

■申告相談日程表■

申
告
相
談
に
必
要
な
書
類

相
談
時
間
の
短
縮
に
ご
協
力

を
お
願
い
し
ま
す

申
告
相
談
に
は
指
定
の
日
に

お
越
し
く
だ
さ
い

「町・県民税申告案内はがき」

①東日本大震災の復興及び復興理念に基づき実施

する防災施策に要する財源の確保を目的とし、平

成25年分の所得税から、住民税は平成26年度から

増税となります。

◇所得税：平成25年分から平成49年分までの25年

間、所得税額の２．１％が上乗せされます。

◇住民税：平成26年度から平成35年度までの10年

間、均等割に１，０００円 (町民税５００円・県民税

５００円)が上乗せされます。

②群馬県が実施する森林環境の保全施策に要する

財源の確保を目的とし、平成26年度の住民税から

増税となります。「（通称）ぐんま緑の県民税」

◇住民税：平成26年度から平成30年度までの５年

間、県民税均等割に７００円が上乗せされます。

※①及び②の増税により、平成26年度の住民税均等割

は４，０００円から５，７００円（町民税３，５００

円・県民税２，２００円）となります。

所得税・住民税
(町・県民税)の改正点

◇住宅借入金等特別控除説明会 ２月10日(月)
◇年金所得者申告相談会 ２月12日(水)・13日(木)

　昨年度までは、町・県民税の申告が必要と思われるかた

に「町・県民税申告書」を送付し申告のご案内を行ってい

ましたが、今年度からは「申告案内はがき」でのお知らせ

に変更となりました。従来の申告書は送付されません。

　なお、事前に町・県民税申告書や収支計算書が必要な

かたは、最寄りの公民館または役場戸籍税務課窓口に用

意してありますのでご利用ください。また、町ホーム

ページからも入手できます。


